
与 那 原 町

平成３０年度

与那原町公共下水道事業特別会計予算書



議案第１２号

平成３０年度　与那原町公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

 （歳入歳出予算）

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６２０,５１１千円と定める。

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」 による。

 （地方債）

第２条

　 は、「第２表　地方債」 による。

 （一時借入金）

第３条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、250，000千円と定める。

 （歳出予算の流用）

第４条

   とおりと定める。

でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成３０年３月５日

与那原町長　古　堅　國　雄

平成３０年度　与那原町公共下水道事業特別会計予算

地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

地方自治法第２２０条第２項のただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

（１） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内







（単位：千円）

（借入方法）    年５％以内。

した金額とすることができる。

（借入時期）

平成30年度。

債することができる。

同　上 同　上 同　上　流域下水道建設負担金債

る。発行価格が額面金額を下回

起 債 の 方 法

但し、利率見直し方式

                                                                －  3  －

起 債 の 目 的 限 度 額

　下水道整備事業債 153,600    

償還の方法

し後の利率。

においては、当該見直

るときは、その発行差額をうめる

計 158,980    

利  率

その一部又は全部を繰り延べ起

5,380        

但し、事業その他の都合により、

は低利に借換えすることができる。

第２表　地  方  債

但し、財政の都合により、据置期間及び

償還期間を短縮し、もしくは、繰上償還又

で借入れる政府資金及

び地方公共団体金融

機構資金について、利

別の融資条件のあるものを除き、据置期

間を含め４０年以内とする。

償還方法は、元金均等又は、元利均等

率の見直しを行った後

償還期間、据置期間等については、特

による。

証書借入又は証券発行によ

ため、必用な金額をこれに加算



歳入歳出予算事項別明細書







歳　　　入









歳　　　出













給 与 費 明 細

地 方 債 に 関 す る 調 書



給 与 費 明 細

 一  般  職

（単位：千円）

本年度 3 9,358 7,226 16,584 2,960 19,544

前年度 3 10,287 8,959 19,246 3,706 22,952

比   較 0 △ 929 △ 1,733 △ 2,662 △ 746 △ 3,408

（単位：千円）

区   分 期末手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 超勤手当 保育手当 宿日直手当

本年度 3,049 318 648 78 500

前年度 4,063 528 948 24 630

比   較 △ 1,014 △ 210 △ 300 54 △ 130

区   分 管理職手当 現金取扱手当 台風時待機手当 徴税手当 犬猫手当 総合事務組合負担金

本年度 2,153

前年度 2,366

比   較 △ 213

（１）総    括

区   分 職員数
給        与        費

－  14  －

職員手当
の 内 訳

共 済 費 合    計 備　考
報     酬 給     料 職員手当 計



（単位：千円）

（３） 給料及び職員手当の状況
ア  職員１人当たりの給与

平  均  給  料  月  額  （円） 259,944

平  均  給  与  月  額  （円） 302,833

平  均  年  齢             （歳） 40

平  均  給  料  月  額  （円） 285,750

平  均  給  与  月  額  （円） 344,917

平  均  年  齢             （歳） 39

イ  初  任  給

146,100

158,800

178,200

備      考

（２）  給料及び職員手当の増減額の明細

△ 929

△ 1,733職員手当

給       料

区   分 増 減 額

人事異動に伴う減

平成２９年４月１日現在

△ 1,733

現  業  職行  政  職

　　　　　　　　大          学          卒        １級２５号給

現  業  職行  政  職

131,700

   区               分

　　　　　　　　高          校          卒        １級５号給

　　　　　　　　短          大          卒        １級１５号給

備      考

増 減 事 由 別 内 訳  説        明 備    考

   区               分

△ 929

平成３０年４月１日現在

－  15  －

 給与改定に伴う増減分

 昇給に伴う増減分

 その他の増減分

 制度改正に伴う増減分

 その他の増減分  人事異動に伴う減



ウ  級別職員数

級 職員数（人） 構成比（％）
１   級
２   級 1 33%
３   級 1 33%
４   級 1 33%
５   級
６   級

計 3 100%
１   級 1 33%
２   級
３   級 1 33%
４   級 1 33%
５   級
６   級

計 3 100%

                （級別の標準的な職務内容）
職務の級 職務の級

１ 課長補佐、保育所の所長及び幼稚園の教頭の職務
２ 主査の職務
３ 困難な業務を行う主任技師、主任保健師、主任教諭、主任栄養
　 士又は主任司書の職務
４ 特に困難な業務を行う保育士の職務

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師、保育士、 １ 課長、参事の職務
保健師、教諭、栄養士又は司書の職務 ２ 困難な業務を行う課長補佐、保育所の所長及び幼稚園の教頭の

   職務

１ 主任、主任技師、主任保育士、主任保健師、主任教諭、主任栄    困難な業務を行う課長、参事の職務
　 士又は主任司書の職務
２ 困難な業務及び困難な業務を行う保育士の職務

職　　   務 　　  の 　　  内 　　  容

平成29年4月1日現在

－  16  －

 区           別
 行         政         職

現   業   職 備                    考

平成30年4月1日現在

主事、技師、保育士、保健師、教諭、栄養士又は司書の職務

職　　   務 　　  の 　　  内 　　  容

４   級

６   級

２   級 ５   級

１   級

３   級



エ  昇   給

代  表  的  な  職  種

合      計 行  政  職 現  業  職 備         考

　職　 　　員 　　　数   （Ａ）  （人） 3 3

　昇給に係る職員数   （Ｂ）  （人） 3 3

２号給（人）

４号給（人）

６号給（人）

８号給（人）

10号給（人）

　比          率   （Ｂ）/（Ａ）   （％） 100% 100%

　職　 　　員 　　　数   （Ａ）  （人） 3 3

　昇給期間短縮に係る職員数（Ｂ）（人）

　昇給期間の短縮 １２月（人）

　月数別内訳 ９月（人）

６月（人）

３月（人）

　比　　　　率   （Ｂ）/（Ａ）   （％） 0% 0%

　特別昇給に係る職員数  （人）

－  17  －

昨
 
　
年
 
　
度

区                                      分

　号　給　数　別　内　訳

本
 
　
年
 
　
度



オ  期末手当・勤勉手当

支給率計

６月（月） １２月（月） ３月（月） （月分）

本  年  度 2.125 2.275 0.000 4.400

前  年  度 2.075 2.225 0.000 4.300

国の制 度 2.125 2.275 0.000 4.400

カ  特殊勤務手当

0.0

0.0

キ  その他の手当

備　　　　　考

同

職制上の段階、職務の

級等による加算措置

差　異　の　内　容

区                    分

　給料総額に対する比率（％）

　代表的な特殊勤務手当の名称

国の制度との異同

区        分
支 給 期 別 支 給 率

同

扶　  養 　 手 　 当 同

0.1

6.3

住　  居　  手　  当

　支給対象職員の比率（％）

備      考

－  18  －

有

有

有

行     政     職 現     業     職

通 　 勤 　 手 　 当

区         　 分



ク  定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

20年勤続 25年勤続 35年勤続 最高限度

の者(月分) の者(月分) の者(月分) （月分）
区     分

そ の 他 の
加算措置等

備  考

支給率等 25.55625 34.5825 49.59 49.59
定年前早期退職

特別措置
（２％～２０％加算）

－  19  －

国の制度
(支給率等）

25.55625 34.5825 49.59 49.59
定年前早期退職

特別措置
（２％～２０％加算）



地方債に関する調書

地方債の前々年度末までの現在高、前年度末までの現在高及び当該年度末における現在高見込額に関する調書

（単位：千円）

1 公共下水道事業債

2 流域下水道事業債

合　計 3,013,505                    2,999,767                    158,980                 121,629                 

1,013,265                    5,380                     

66,561                   

55,068                   968,889                       

2,030,878                    

3,037,118                    

当該年度中元金償還
見込額

当該年度末における現在高
見込額

区　　分

－  20  －

前々年度末までの
現在高

2,117,917                    

919,201                       

2,000,240                    

前年度末までの
現在高 当該年度中起債

見込額

153,600                 

当該年度中増減見込額


